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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　めっき鋼板の高周波抵抗溶接用の給電電極において、
めっき鋼板と接触しない矩形の本体部と、めっき鋼板と接触する部分を有する先端部より
なり、
　先端部は傾斜面で形成され、かつ、電極先端から本体部の方向に少なくとも０．２５ｍ
ｍの範囲は曲率半径が１３～４０ｍｍの曲面で形成されており、
　さらに、先端部は、電極先端から０．２５ｍｍの深さ位置における断面積が２０ｍｍ２

以上６３ｍｍ２以下であり、さらに１．５ｍｍの深さ位置における断面積が８７ｍｍ２以
上１８１ｍｍ２以下である
ことを特徴とする給電電極。
【請求項２】
　前記先端部の断面積に関し、電極先端から０．２５ｍｍの深さ位置における断面積が２
７ｍｍ２以上４７ｍｍ２以下である条件と、１．５ｍｍの深さ位置における断面積が８７
ｍｍ２以上１３５ｍｍ２以下である条件のいずれか一方、あるいは両方を満たすことを特
徴とする請求項１に記載の給電電極。
【請求項３】
　前記先端部の傾斜面は、曲率半径の異なる二つの球面で形成されており、先端側の球面
の曲率半径が本体部側の球面の曲率半径より大きいことを特徴とする請求項１または２に
記載の給電電極。
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【請求項４】
　少なくとも前記先端部がクロム銅またはアルミナ分散銅により形成されていることを特
徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の給電電極。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、溶接Ｈ形鋼を高周波抵抗溶接により製造する際などに用いられるめっき鋼板
の高周波抵抗溶接用の給電電極に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３枚の鋼帯をＨ形に組み立てて溶接して製造される溶接Ｈ形鋼は、熱間圧延によって製
造される圧延Ｈ形鋼に比べてウェブ及びフランジの板厚や幅の自由度が大きいため、圧延
Ｈ形鋼と同一の断面性能を得る場合に板厚の薄肉化を図ることができる。そのため、溶接
Ｈ形鋼は、優れた断面剛性を有する軽量Ｈ形鋼として、住宅や倉庫、高速道路などの部材
として使用されている（ＪＩＳ Ｇ ３３５３の一般構造用溶接軽量Ｈ形鋼など）。
【０００３】
　図１に示すように、溶接Ｈ形鋼１は、ウェブ用の鋼板２の両側にフランジ用の鋼板３を
連続的に高周波抵抗溶接することにより製造される。溶接の際には、ウェブ用とフランジ
用の各鋼板２、３の当接部近傍に給電電極４を接触させることによって、各鋼板に高周波
電流を直接給電し、ウェブとフランジの当接部を集中的に加熱および溶融する。その際、
給電電極と鋼板の接触部（給電部）から図２に示すようにスパークが発生することがある
。
　スパークが発生すると、給電部に黒色のスパーク痕が残り、製品外観の劣化やその補修
塗装に伴う製品コストの増加が問題となる。
【０００４】
　近年、構造物の長寿命化、メインテナンスコストの削減に対するニーズの高まりから、
溶接Ｈ形鋼においてもより優れた耐食性が求められるようになり、溶融亜鉛めっき鋼板を
素材として溶接Ｈ形鋼が製造されるようになっている。
　溶接の際のスパークの発生は、鋼板をめっき鋼板とした場合に発生しやすくなる。特に
、めっき層に酸化しやすい元素であるＡｌやＭｇを含有し、更に、その表面に化成処理皮
膜を設けた高耐食めっき鋼板を用いた場合にスパークが発生しやすくなる。
【０００５】
　このようなＡｌを含むめっき層を有する鋼板で生じるスパークの問題に対し、特許文献
１では、導電率が８０％ＩＡＣＳ以上で、８００℃における強度が５kg／mm２以上の電極
材質を用い、また、電極と鋼板の接触面積を２００mm２以上とすることによって、給電部
のめっきの損傷を抑制し、スパークの発生を抑制するようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平１０－７６３７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明者らは、特許文献１の技術を参考に、給電電極先端の給電部と亜鉛めっき鋼板と
の接触面積を増やし、給電部の電流密度の低減によるスパーク抑制を試みた。
　しかしながら、給電電極として通常の矩形銅電極を用いた場合、接触面積が大きいと、
均一の圧力で電極と鋼板を接触させることが困難となり、電極の一部しか鋼板と接触しな
くなり、図３（ａ）に示すような片当たりの状態となる。また、そのような片当たりを防
いでも、給電部の接触面積は溶接時間の経過と共に刻々と変化するため、給電部の接触面
積の拡大はスパーク抑制の解決策にならなかった。
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　また、矩形電極では、溶接初期の接触面積が広くても、図３（ｂ）に示すように、溶接
時間の経過と共に電極の前面に溶融めっきが堆積し、その溶融めっきが電極と鋼板の間に
侵入することによって、電極の表面に銅と亜鉛の合金層が形成され、亜鉛めっき鋼板と電
極が均一な面圧で接触できなくなり、スパークが発生してしまうことも明らかとなった。
【０００８】
　そこで本発明は、鋼板への接触が片当たりとならず、高耐食めっき鋼板を溶接Ｈ形鋼の
素材として用いても、高周波抵抗溶接時のスパークに起因する外観不良を発生させず、か
つ十分な時間にわたって連続使用ができる給電電極を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、電極使用開始直後のスパークの発生を低減できるとともに、鋼板への接触
が片当たりとならないように安定して給電部の接触面積を確保でき、かつ、溶接時間が経
過しても電極の前面に溶融めっきが堆積せず、給電部の面圧を均一に保つことができる方
法について検討した。その結果、
（ｉ）従来の矩形電極において、先端の給電面を球面とすることによりスパークの発生が
抑制できること、
（ii）先端部を傾斜面とし、その傾斜面を利用して剥離した溶融めっきを電極側方に排出
できるようにして、電極の前面に溶融めっきが堆積しないようにできること、
（iii）先端部の曲率半径を大きくして、使用中の鋼板との接触面積の変化が少ないよう
にすることにより、電極の使用時間が延長できることを知見した。
　さらに、（iv）高温強度を有するクロム銅やアルミナ分散銅を電極材料として使用する
ことによって、Ａｌなどを含有する溶融亜鉛めっきが施された鋼板でもスパークの発生が
抑制できるとの知見を得た。
　そのような知見に基づいてなされた本発明の要旨は以下のとおりである。
【００１０】
（１）　めっき鋼板の高周波抵抗溶接用の給電電極において、
めっき鋼板と接触しない矩形の本体部と、めっき鋼板と接触する部分を有する先端部より
なり、
　先端部は傾斜面で形成され、かつ、電極先端から本体部の方向に少なくとも０．２５ｍ
ｍの範囲は曲率半径が１３～４０ｍｍの曲面で形成されており、
　さらに、先端部は、電極先端から０．２５ｍｍの深さ位置における断面積が２０ｍｍ２

以上６３ｍｍ２以下であり、さらに１．５ｍｍの深さ位置における断面積が８７ｍｍ２以
上１８１ｍｍ２以下である
ことを特徴とする給電電極。
【００１１】
（２）　前記先端部の断面積に関し、電極先端から０．２５ｍｍの深さ位置における断面
積が２７ｍｍ２以上４７ｍｍ２以下である条件と、１．５ｍｍの深さ位置における断面積
が８７ｍｍ２以上１３５ｍｍ２以下である条件のいずれか一方、あるいは両方を満たすこ
とを特徴とする上記（１）に記載の給電電極。
【００１２】
（３）　前記先端部の傾斜面は、曲率半径の異なる二つの球面で形成されており、先端側
の球面の曲率半径が本体部側の球面の曲率半径より大きいことを特徴とする上記（１）ま
たは（２）に記載の給電電極。
【００１３】
（４）　クロム銅またはアルミナ分散銅を用いて形成されていることを特徴とする上記（
１）～（３）のいずれかに記載の給電電極。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の給電電極を使用することにより、高耐食めっき鋼板を溶接Ｈ形鋼の素材として
用いても、高周波抵抗溶接時のスパークに起因する外観不良を発生させず、かつ十分な時



(4) JP 6551242 B2 2019.7.31

10

20

30

40

間にわたって連続使用ができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】高周波抵抗溶接による溶接Ｈ形鋼の製造の概要を示す図である。
【図２】給電部に発生するスパークの模式図である。
【図３】矩形電極による溶接時の態様を説明する図であり、（ａ）は矩形電極と鋼板表面
の接触状況を示し、（ｂ）は矩形電極の前面にめっき金属が堆積した状態を示す。
【図４】電極形状を説明する図であり、（ａ）は従来の矩形電極を示し、（ｂ）は球面電
極を示す。
【図５】球面電極による溶接時の態様を説明する図である。
【図６】２つの曲率の球面からなる曲面電極の形状を説明するための図であり、（ａ）は
断面形状を示し、（ｂ）は外観を示す。
【図７】電極の先端形状の定義を説明するための図である。
【図８】電極の先端形状の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明者は、めっき鋼板の高周波抵抗溶接におけるスパークの発生要因を探るため、素
材としてＺｎ－Ａ１－Ｍｇ－Ｓｉ系の溶融亜鉛めっきがなされためっき鋼板を用い、給電
電極として、異なる形状を有する銅電極を用いて高周波抵抗溶接する試験を行った。ウェ
ブ板厚が３．２ｍｍ、フランジ板厚が４．５ｍｍのＨ形鋼を、図４（ａ）に示す矩形電極
及び図４（ｂ）に示す球面電極で溶接して評価した。
【００１７】
　まず、従来用いられている断面（Ｌ×Ｗ）が２０×１５ｍｍの矩形電極を用いた場合、
スパークは約３ｍの溶接長に１箇所の頻度で周期的に発生した。
　通常の矩形銅電極では、電極固定ジグの精度不良で、電極表面と鋼板表面が均一の圧力
で接触させることが困難となる。このため、図３（ａ）に示すように、電極の一部しか鋼
板と接触しない片当たりの状態となり、給電状態が不安定となる。また、矩形電極では、
電極と鋼板の接触面積が広いいため、図３（ｂ）に示すように、溶接時間の経過と共に電
極の前面に溶融めっきが堆積し、その溶融めっきが電極と鋼板の間に侵入することによっ
て、スパークが発生してしまう。
【００１８】
　そこで、給電状態の安定化を目的に、図４（ｂ）に示す球面電極でスパークの発生状況
を調査した。電極本体の断面サイズは、２０×１５ｍｍであるが、電極先端を曲率半径２
０ｍｍの球面にしたら、スパーク発生回数は、溶接長３０ｍ辺りに１回と大幅に改善され
た。
【００１９】
　電極先端を球面にした電極を用いた場合に良い結果が得られたので、次に、断面が２０
×１５ｍｍの矩形電極の端面に種々の大きさの曲率半径をもった球面加工を施した球面電
極を作製し、スパーク発生状況を調査した。
　調査に当たっては、溶接開始直後のスパーク発生個数と共に、Ｈ形鋼製造における連続
操業性を評価するため、溶接開始２時間後のスパーク発生個数を調査した。なおスパーク
発生個数は溶接長３０ｍ当たりのスパーク個数である。
　スパークの発生個数は少ないほど良いが、スパーク部の補修による生産性の低下を考慮
して、許容できるスパーク個数の目安は３個以下とした。また、調節開始直後の電極摩耗
深さが０．２５ｍｍ、２時間後の電極摩耗深さが１．５ｍｍ程度であるため、各々の位置
での電極の断面積を表１に記載した。
【００２０】
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【表１】

【００２１】
　先ず、溶接開始直後のスパーク発生個数を比較すると、電極先端部の曲率半径（先端半
径）７．５ｍｍでは５～１０個のスパークが発生し先端部を球面とした効果が得られなか
った。先端半径を増加させるとスパーク個数は減る傾向を示し、先端半径１３ｍｍ～４０
ｍｍで２個以下のスパーク個数となった。また、先端半径が４５ｍｍと更に増加すると、
スパークは再び増加した。
　先端半径が小さい場合は給電部の電極と鋼板の接触面積が小さすぎるため、給電部の抵
抗発熱の増加による電極の損耗でスパークが発生しやすくなったと考えられる。一方、先
端半径が４５ｍｍと大きくなりすぎると、矩形電極と同様に給電点が不安定となるためス
パークが発生しやすくなったと考えられる。
【００２２】
　以上の結果から、溶接開始直後のスパークを抑制するためには、電極先端半径を１３ｍ
ｍ～４０ｍｍとすると共に、電極先端部と鋼板の接触面積を示す指標として、電極先端か
ら０．２５ｍｍ深さでの断面積を２０ｍｍ２以上６３ｍｍ２以下に規定する必要があるこ
とが分かった。
【００２３】
　次に、溶接開始２時間後のスパーク発生個数を調査した。電極先端半径が７．５ｍｍと
小さい場合は、電極先端部の損耗が激しく、１５分程度の経過時間でスパークが多発し、
その後、電極が溶損して使用不可能となった。先端半径が１０ｍｍ以上になるとスパーク
個数は３個以下で良好な結果となった。先端半径１０ｍｍ、１２ｍｍでは溶接開始直後よ
りも２時間後の方がスパーク個数が少なくなっており、溶接時間の経過による電極先端部
の摩耗で電極と鋼板の接触面積が増加したことが有効に作用したと考えられる。また、先
端半径が２０ｍｍまでは、スパーク発生回数が３個以下と少なかった。
【００２４】
　一方、先端半径がさらに増加し３０ｍｍ以上になると、スパーク個数は再び増加した。
先端半径が増加すると、電極の摩耗で電極と鋼板の接触面積が大きくなりすぎるため、従
来の矩形形状電極と同様に電極先端部の溶融めっきの排出が困難となり、電極と鋼板間に
溶融めっきが侵入しやすくなる結果スパークが増加したと考えられる。
　すなわち、溶接開始２時間後のスパーク個数を減らすためには、電極が摩耗した状態で
の電極と鋼板の接触面積を制限することが重要であり、溶接開始２時間後の電極の摩耗深
さが１．５ｍｍ程度であること踏まえると、電極先端から１．５ｍｍ深さでの断面積を８
７～１８１ｍｍ２とする必要がある。
【００２５】
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　以上の結果、溶接開始直後及び２時間後の両方のスパークを抑制するには、電極先端半
径を１３ｍｍ～４０ｍｍとし、かつ、電極先端から０．２５ｍｍ深さの電極断面積が２０
ｍｍ２以上６３ｍｍ２以下、１．５ｍｍ深さでの断面積が８７～１８１ｍｍ２とする必要
がある。
　この形状を満たす電極を用いることによって、図５に示すように、電極と鋼板の接触箇
所が電極先端部に固定されると共に、溶融しためっき金属を電極の脇に排除しながら給電
を続けることが可能となり、電極と鋼板の安定的な通電が可能となったため、スパークの
発生を抑制できるようになったと考えられる。
【００２６】
　単一の先端半径の形状を有する電極で、これらの規定を満足するには、先端半径を１３
ｍｍ～２０ｍｍの電極を用いれば良い。しかし、スパーク発生個数を１個以下の極限まで
減らすためには、０．２５ｍｍ深さでの電極断面積を２７～４７ｍｍ２、１．５ｍｍ深さ
での電極断面積を８７～１３５ｍｍ２とすることが望ましいが、この範囲の形状を単一の
先端半径をもつ球面電極で作製することはできない。
【００２７】
　そこで、安定的に接触面積が確保でき、かつ、めっき金属を排除する機能を長く維持で
きる形状について更に検討した結果、先端部の球面を、曲率半径の異なる二つの球面で形
成し、先端側の球面の曲率半径を本体部側の球面の曲率半径より大きくなるような形状の
電極を着想した。
　そして、そのような給電電極として、図６に示すような、先端側の球面の曲率半径Ｓと
本体部側の球面の曲率半径Ｈが異なる給電電極を作製して、スパークの発生状態を調査し
た。
【００２８】
　電極１として、Ｓ：１７ｍｍ、Ｈ：１０ｍｍ、Ｒ：０．７５ｍｍ（Ｒ：図６(ａ)で定義
される距離）、電極２として、Ｓ：２０ｍｍ、Ｈ：７．５ｍｍ、Ｒ：１ｍｍ、電極３とし
て、Ｓ：３０ｍｍ、Ｈ：７．５ｍｍ、Ｒ：０．７５ｍｍ、電極４として、Ｓ：３０ｍｍ、
Ｈ：１３ｍｍ、Ｒ：０．７５ｍｍを作製し、スパーク個数を調査した。
　それぞれの電極を用いて溶接した結果を表２に示す。いずれの電極も、０．２５ｍｍ深
さでの電極断面積：２７～４７ｍｍ２、１．５ｍｍ深さでの電極断面積：８７～１３５ｍ
ｍ２を満足しており、スパーク個数は溶接開始直後、２時間後共に、１個以下であった。
【００２９】
【表２】

【００３０】
　これらの試験の結果、先端部の球面を、曲率半径の異なる二つの球面で形成されるよう
にし、先端側の球面の曲率半径が本体部側の球面の曲率半径より大きくすることにより、
長時間にわたって、安定的に接触面積が確保できることが確認された。
　これは、先端側の球面が損耗しても、曲率半径の小さい本体部側の球面により、接触面
積が急速に拡大することがなく、めっき金属を排除する機能を長く維持できるようになる
ものと考えられた。
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【００３１】
　以上のような、電極先端部を曲面とした電極をベースに、さらに、先端の曲面が損耗し
てもスパークの発生が抑制されるような機能を発揮することができる電極形状について検
討した。
　その結果、めっき鋼板の高周波抵抗溶接用の給電電極を、上記（１）～（４）で規定し
た条件を満たすものとすることにより、上記の効果が得られる電極を得ることを見出した
。
【００３２】
　以下、そのような本発明の給電電極について、個々の条件や好ましい条件について説明
する。
（給電電極の基本形状）
　給電電極は、めっき鋼板に押し当てられ、めっき鋼板上を摺動しながらめっき鋼板に給
電するもので、めっき鋼板と接触しない矩形の本体部と、めっき鋼板と接触する部分を有
する先端部よりなり、先端部は傾斜面で形成されるものとする。
【００３３】
（本体部の形状）
　本体部は、基本的には、従来使用されている矩形の断面形状のものでよく、２０×１５
ｍｍ、２０×１０ｍｍなど目標とする連続使用時間に応じて、適宜の断面寸法とすればよ
い。通常は、溶接進行方向の長さＬを長くし、溶接部方向の幅Ｗを短くして溶接部に近接
して配置できるようにする。また、必要な熱容量を確保するには、断面積が２００ｍｍ２

以上であることが望ましい。
【００３４】
（先端部の形状）
　先端部は、本体部から電極の鋼板への接触方向に傾斜面で形成される。傾斜面が形成さ
れる高さ（深さ）は、３～１０ｍｍが好ましい。すなわち、図７で先端位置から境界位置
までが３～１０ｍｍとなるように形成されることが好ましい。
　先端部の傾斜面の高さ（深さ）が３ｍｍ以上ないと、電極の消耗が進んできた場合、斜
面の高さ（深さ）が少なくなり、剥離した溶融めっきを電極の前面から排除する機能が低
下して、電極の寿命が低下する傾向になる。
　傾斜面の高さ（深さ）が１０ｍｍを越えることは電極が不必要に大きくなり、好ましく
ない。
【００３５】
　電極先端から本体部の方向に少なくとも０．２５ｍｍの範囲の表面、すなわち、図７で
、少なくとも先端位置から０．２５ｍｍ位置までの間の表面は、球面や断面が楕円形の曲
面で形成される。
　曲面が球面の場合には、曲率半径が１３～４０ｍｍの球面とする。曲率半径が１３ｍｍ
未満では、鋼板と電極の接触部の面積が狭く、鋼板との接触部の溶損する度合いが速くな
り、連続溶接が行えない。また、４０ｍｍを超えると、本体部に続く傾斜面の領域を十分
の幅で確保できず、電極の僅かな損耗で接触面積が拡大し、溶融凝固しためっき金属を排
除する機能が低下してスパークが発生しやすくなる。また、楕円形の曲面の場合は、曲率
半径が１３～４０ｍｍに相当する楕円形の曲面とすればよい。
【００３６】
　図８に、先端部の種々の形状を断面図で示す。
（ａ）は先端部の傾斜面が球面で形成されている例、（ｂ）は、曲率半径の異なる二つの
球面で形成されており、先端側の球面の曲率半径が本体部側の球面の曲率半径より大きく
形成された例、（ｃ）は、（ｂ）と同じく、２段で形成したもので、先端部の形状が、最
先端部が球面であるが、最先端部以外は、平面（の傾斜面）で形成された例、をそれぞれ
示す。なお、（ｄ）に示すように、先端部の曲面を楕円形状としても良い。
【００３７】
　それぞれの形状において、電極先端から０．２５ｍｍの深さ位置、すなわち、図７で、
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０．２５ｍｍ位置における電極の断面積を２０ｍｍ２以上、６３ｍｍ２以下、望ましくは
２７ｍｍ２以上、４７ｍｍ２以下とし、さらに１．５ｍｍの深さ位置における断面積を８
７ｍｍ２以上、１８１ｍｍ２以下、望ましくは８７ｍｍ２以上、１３５ｍｍ２以下とする
。
【００３８】
　０．２５ｍｍ位置における電極の断面積が２０ｍｍ２未満では、電極と鋼板の接触面積
が小さく給電が不安定となり、６３ｍｍ２を超えた場合も同様に給電状態が不安定となる
。
　また、１．５ｍｍの深さ位置における断面積が８７ｍｍ２未満では電極の熱容量が小さ
すぎるため電極の溶損が生じ、１８１ｍｍ２超えると、溶融しためっきを電極の側面に排
出することができなくなりスパークが発生しやすくなる。
　図８に示したそれぞれの形状において、先端部の曲面の曲率や傾斜角度を、この条件を
満たすように決定することにより、スパークの発生抑制と長寿命化の効果を得ることがで
きる。
【００３９】
（電極材質）
　電極に用いる金属としては、板厚６ｍｍ以下の鋼板の溶接では純銅で十分な時間連続使
用が可能であるが、板厚が６ｍｍを超える厚手材の溶接では溶接速度を遅くする必要があ
るため給電電極への入熱が増加する。このため厚手材の溶接では、クロム銅やアルミナ分
散銅を用いて電極の耐久性を確保することが好ましい。
　電極先端の曲率を１５ｍｍ、電極の材質を純銅、クロム銅、アルミナ分散銅とした電極
を用い、ウェブ板厚６ｍｍ、フランジ板厚９ｍｍのＡｌとＭｇを含有する溶融亜鉛めっき
層を有する鋼板を溶接し、スパーク発生状況を調査したところ、純銅の電極では２時間、
クロム銅、アルミナ分散銅の電極では３時間以上、それぞれ連続使用が可能であった。
【００４０】
（溶接対象物）
　以上では、Ｈ形鋼の溶接を例に説明したが、めっき鋼板の溶接であれば、Ｔ形鋼や管の
溶接でもよい。
【実施例】
【００４１】
　以上のように構成される本発明の給電電極について、実施例によりさらに詳しく説明す
る。
　溶接する鋼板は、溶融亜鉛めっき鋼板（ウェブ板厚３．２ｍｍ、フランジ板厚４．５ｍ
ｍ）ないし、Ｚｎ－１１％Ａ１－３％Ｍｇ－０．２％Ｓｉ系の亜鉛系合金めっき鋼板（ウ
ェブ板厚６．０ｍｍ、フランジ板厚９．０ｍｍ）とした。
　表３に示す形状と材質を有する種々の給電電極を準備し、周波数３６０ｋＨzの高周波
電源を使用し、接合部の加熱温度が１３００℃程度となるように溶接速度を調整して、高
周波抵抗溶接によるＨ形鋼の溶接を行った。具体的には、溶融亜鉛めっき鋼板の溶接速度
を４０ｍ／ｍｉｎとし、Ｚｎ－１１％Ａ１－３％Ｍｇ－０．２％Ｓｉ系の亜鉛系合金めっ
き鋼板の溶接では板厚が厚いために溶接速度を２０ｍ／ｍｉｎとした。
　表３に溶接結果を示す。
【００４２】
　なお、表３における各項目は下記の事項を意味するものとする。
・鋼板の種類
　　Ａ：溶融亜鉛めっき（ウェブ板厚３．２ｍｍ、フランジ板厚４．５ｍｍ）
　　Ｂ：Ｚｎ－１１％Ａ１－３％Ｍｇ－０．２％Ｓｉ系の亜鉛系合金めっき
　　　　　　　　　　　　　　　（ウェブ板厚６．０ｍｍ、フランジ板厚９．０ｍｍ）
・電極本体部のサイズ（mm）　大：Ｌ２０×Ｗ１５×Ｈ１０、小：Ｌ２０×Ｗ１０×Ｈ１
０
・電極先端部の形状
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　　（ａ）：図８（ａ）：単一の曲率半径の球面電極、（ｂ）：図８（ｂ）：最先端の曲
率半径と本体側の曲率半が異なる球面電極
・電極材料　銅：純銅、Ａｌ銅：アルミナ分散銅、Ｃｒ銅：クロム銅
【００４３】
・スパークの発生回数　溶接長３０ｍあたりの回数
　　スパーク発生回数の合否判定は、スパーク回数が３回以下を合格とした。４回以上に
　　なるとスパーク発生箇所の補修塗装による工数が増加するため不合格とした。
・連続使用時間　電極が損耗しスパーク発生回数が４回以上となるまでの時間
　　連続使用時間に対する合否判定は、２時間以上を合格とした。２時間未満の連続使用
　　時間ではまとまったロットの生産ができないため不合格とした。
【００４４】
　表３に示されるように、本発明に従ったNo.１～No.１１の条件の溶接では、スパークの
発生回数が３回以下で、２時間以上の連続使用が可能であった。特に、給電電極にアルミ
ナ分散銅やクロム銅を用いたものは鋼板板厚の厚い鋼板Ｂに対しても２時間以上の連続使
用が可能であった。
　他方、本発明で規定した条件を満足していないNo.１２～No.１６の比較例では、スパー
クの発生，電極の損傷等が観察され、良好な結果が得られなかった。
【００４５】
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【表３】

【００４６】
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【表４】

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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